
 

 

枚方京田辺環境施設組合職員服務規程 

平成２８年７月１日 

訓令第６号 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）の適用を受ける枚方京田辺環境施設組合の職員（以下「職

員」という。）の服務について必要な事項を定めるものとする。 

（服務の原則） 

第２条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正、民主的か

つ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。 

（職員証） 

第３条 職員は、勤務に服するときは、職員証（様式第１号）を必ず携帯しな

ければならない。 

２ 職員は、職員証の記載事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を事務局

次長に届け出て、新たな職員証の交付を受けなければならない。 

３ 職員は、職員証を紛失、汚損等をしたときは、直ちにその旨を事務局次長

に届け出て、職員証の再交付を受けなければならない。 

４ 職員は、その職員の身分を有しなくなったときは、直ちに職員証を事務局

次長に返還しなければならない。 

（名札） 

第４条 職員は、勤務に服するときは、名札を常時着用しなければならない。

ただし、名札を着用することが職務遂行上の妨げとなる場合その他管理者が

定める場合は、この限りではない。 

（出勤及び退庁） 

第５条 職員は出勤したとき、直ちに所定の方法により出勤の状況を記録しな

ければならない。 

２ 職員は、正規の勤務時間の開始時刻までに出勤の状況を記録することがで

きないときは、あらかじめ、所定の手続により事務局次長に届け出なければ

ならない。 

３ 職員は、急病その他やむを得ない理由により事前に前項の手続をとること



 

 

ができないときは、直ちに電話、伝言等により事務局次長に連絡しなければ

ならない。 

４ 職員の出勤が正規の勤務時間の開始時刻後になったときは、出勤後直ちに

、所定の手続により、その旨を事務局次長に届け出なければならない。 

５ 職員は、正規の勤務時間中に退庁しようとするときは、あらかじめ、所定

の手続により事務局次長に届け出なければならない。 

（休暇及び欠勤） 

第６条 職員は、休暇を受けようとするとき又は欠勤しようとするときは、あ

らかじめ、所定の手続により事務局次長に届け出なければならない。 

２ 急病その他正当な理由により、前項に規定する休暇の手続をとることがで

きなかったときは、出勤後直ちに所定の手続によりその旨を事務局次長に届

け出なければならない。 

３ 急病その他正当な理由により、第１項に規定する欠勤の手続をとることが

できなかったときは、その理由を付して欠勤の理由が発生した日から３日以

内に、同項に規定する手続に準じて届出を行うものとする。 

（勤務時間中の離席） 

第７条 職員は、勤務時間中みだりに席を離れてはならない。 

２ 職員は、勤務時間中一時執務場所を離れるときは、上司又は他の職員に行

先を明らかにしておかなければならない。 

（時間外勤務命令等） 

第８条 職員は、時間外勤務又は休日勤務を命じられ、その勤務に従事したと

きは、当該勤務の内容について命令権者の確認を受けなければならない。 

（出張） 

第９条 職員は、出張したときは、帰庁後文書により、その要旨を上司に報告

しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることがで

きる。 

（事務引継） 

第１０条 職員が自己の事務の引継ぎを要する事態が生じたときは、担当事務

並びにその保管に係る文書及び物件を後任者又は事務局次長の指定した職員

に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。 



 

 

（事故の報告） 

第１１条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、直ちにその内容

を上司に報告し、その指示を受けなければならない。 

（文書、物品等の整理保管） 

第１２条 職員は、その所掌する文書及び使用する物品等を常に一定の場所に

整理保管し、散逸、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。 

２ 職員は物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。 

（執務室内外の清潔整理） 

第１３条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため執務室内外の清潔整理及

び執務環境の改善に努めなければならない。 

（退庁時の火気点検及び施錠等） 

第１４条 執務室の最後の退庁者は、退庁の際室内の火気を点検し、窓及び室

の施錠並びに消灯を行った後、その取締りを宿日直者に引き継がなければな

らない。 

２ 勤務時間外に臨時に登庁した職員は、宿日直者にその旨を通報するととも

に、退庁時は前項によらなければならない。 

（非常災害時の服務） 

第１５条 休日又は正規の勤務時間外に庁舎又はその付近に火災その他非常事

態が発生したときは、職員は速やかに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収

拾に当たらなければならない。 

（委任） 

第１６条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成２８年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１号（第３条関係） 

職 員 証 

職 名 

氏 名  

           年  月  日生 

  

写真 

 

 上記の職員は、本組合職員であることを証します。 

      年  月  日 発行 

              枚方京田辺環境施設組合管理者 印    

 


